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お気軽にご相談ください！ ご相談だけでもかまいません
私たちは、お客様一人ひとりに合わせた保険をコンサルティングいたします。

■生命保険相談のご案内
生命保険に関するご相談を
受け付けています。

■保険資料請求ご案内
商品のことや保険料のことを
パンフレットで確認したいという方に
わかりやすく説明した資料をお渡し
させていただきます。

東日本大震災により被害を受けられた皆さまへ

このたびの東日本大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福
をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられました皆さまに、心よ
りお見舞申し上げます。当社は、被災された皆さまのお役に立てます
よう、全力をあげて取り組んでまいります。

Ａ．はい、

地震保険に加入されていないと、火災保険では地震による火災損害は補償されません。地震火災費用保
険金(*1)として保険金額(*2)の5%のみお支払いします。地震による火災損害を補償するためには、ご契約の
火災保険に地震保険を別途加入いただく必要があります。

※地震保険に加入されていないと、地震による火災損害だけでなく、地震・噴火またはこれらによる津波（以下
｢地震等｣）を原因とする損害や火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償の
対象となりません。
*1地震火災費用保険金とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、また
は保険の対象の家財が全焼した場合に保険金額の5%をお支払いするものです。この地震火災費用保険金は
すべてのプランで自動的にセットされる補償です。
*2保険金額とは、保険契約において保険の対象に対して設定する契約金額のことです。

火災保険でよくあるご質問コーナー

Ｑ．火災保険では地震による火災は補償されないのですか？


